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（
別
紙
）

第
一

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正
関
係

酒
気
を
帯
び
て
い
る
者
に
航
海
当
直
を
実
施
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
船
舶
の
船
長
に
、
専
ら
平
水
区
域
等
に
お
い
て
従

業
す
る
漁
船
の
船
長
を
追
加
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
。


